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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　周波数軸方向の複数のサブキャリアと時間軸方向の複数のＯＦＤＭシンボルとによって
周波数ブロックが形成され、周波数ブロックの時間軸方向の長さが送信スロットに相当す
るとともに、周波数ブロックがシステム周波数帯域にわたって周波数軸方向に複数配置さ
れており、各ユーザへの割り当て対象の周波数ブロックを決定する割当部と、
　前記割当部において決定した周波数ブロックにてデータを送信する送信部と
　を備え、
　前記割当部は、同一ユーザに対する周波数ブロックを２以上の連続する送信スロットに
割り当てる場合、第１の送信スロットに割り当てる周波数ブロックと第２の送信スロット
に割り当てる周波数ブロックとが所定の間隔離れるように決定することを特徴とする送信
装置。
【請求項２】
　各ユーザからの受信品質を示す情報に基づいて、ユーザを選択するスケジューリング部
　をさらに備えることを特徴とする請求項１に記載の送信装置。
【請求項３】
　前記割当部は、共通制御チャネルおよび選択されたユーザを示す制御情報を送信するチ
ャネルのうち少なくとも一方を、複数の周波数ブロックのうち、少なくとも一つの周波数
ブロックに割り当てることを特徴とする請求項１または２に記載の送信装置。
【請求項４】
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　前記割当部は、共通制御チャネルおよび前記制御情報を送信するチャネルのうち少なく
とも一方を、前記周波数ブロックを構成する複数のＯＦＤＭシンボルのうち、少なくとも
一部のＯＦＤＭシンボルに割り当てることを特徴とする請求項１に記載の送信装置。
【請求項５】
　前記割当部は、共通制御チャネルおよび選択されたユーザを示す制御情報を送信するチ
ャネルのうち少なくとも一方を、周波数ブロックの先頭部分のＯＦＤＭシンボルに割り当
てることを特徴とする請求項４に記載の送信装置。
【請求項６】
　前記スケジューリング部は、ユーザへの送信に使用する無線パラメータを決定すること
を特徴とする請求項２に記載の送信装置。
【請求項７】
　前記割当部は、データレートおよびモビリティのうち少なくとも一方に基づいて、割当
てを実行することを特徴とする請求項１に記載の送信装置。
【請求項８】
　周波数軸方向の複数のサブキャリアと時間軸方向の複数のＯＦＤＭシンボルとによって
周波数ブロックが形成され、周波数ブロックの時間軸方向の長さが送信スロットに相当す
るとともに、周波数ブロックがシステム周波数帯域にわたって周波数軸方向に複数配置さ
れており、各ユーザへの割り当て対象の周波数ブロックを決定するステップと、
　決定した周波数ブロックにてデータを送信するステップと
　を備え、
　前記決定するステップは、同一ユーザに対する周波数ブロックを２以上の連続する送信
スロットに割り当てる場合、第１の送信スロットに割り当てる周波数ブロックと第２の送
信スロットに割り当てる周波数ブロックとが所定の間隔離れるように決定することを特徴
とする割当方法。
【請求項９】
　前記決定するステップは、共通制御チャネルおよび選択されたユーザを示す制御情報を
送信するチャネルのうち少なくとも一方を、複数の周波数ブロックのうち、少なくとも一
つの周波数ブロックに割り当てることを特徴とする請求項８に記載の割当方法。
【請求項１０】
　前記決定するステップは、共通制御チャネルおよび前記制御情報を送信するチャネルの
うち少なくとも一方を、前記周波数ブロックを構成する複数のＯＦＤＭシンボルのうち、
少なくとも一部のＯＦＤＭシンボルに割り当てることを特徴とする請求項８に記載の割当
方法。
【請求項１１】
　前記決定するステップは、共通制御チャネルおよび選択されたユーザを示す制御情報を
送信するチャネルのうち少なくとも一方を、周波数ブロックの先頭部分のＯＦＤＭシンボ
ルに割り当てることを特徴とする請求項１０に記載の割当方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、送信装置および無線リソース割り当て方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　第3世代移動通信方式（３Ｇ）の一つであるＵＭＴＳ(Universal Mobile Telecommunica
tions System)方式において、基地局から移動局へのリンク（以下、下りリンクと呼ぶ）
での高速パケット伝送を実現する方式として、ＨＳＤＰＡ(High Speed Downlink Packet 
Access)が標準化されている。
【０００３】
　ＨＳＤＰＡでは、実現できるスループットを増大させるため、基地局に接続しているユ
ーザが無線リソースを共有（以下、共有パケットチャネルと呼ぶ）し、基地局がその無線
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リソースを伝搬状態の良いユーザに優先的に割り当てるパケットスケジューリング技術が
適用されている。
【０００４】
　ＨＳＤＰＡでは５MHzのチャネル帯域幅においてシングルキャリアの信号伝送が行われ
ているため、この共有パケットチャネルで信号伝送されるデータは、５MHzの全チャネル
帯域幅が用いられており、各ユーザへの送信スロットの割り当ては、基本的に時間多重に
基づいて行われている。また、この共有パケットチャネル伝送を実現するために、どのユ
ーザに該当の送信スロットが割り当てられたか等を通知する制御チャネルも、５MHzの全
チャネル帯域幅を用いて信号伝送が行われている。
【０００５】
　一方、ＵＭＴＳの長期的発展(LTE: Long Term Evolution)に関する標準化の検討が開始
されるとともに，３Ｇの次世代の移動通信方式である第４世代移動通信方式（４Ｇ）の研
究が進められている。３ＧのＬＴＥや４Ｇ方式では、セルラシステムを始めとするマルチ
セル環境から、ホットスポットエリアや屋内などの孤立セル環境までを柔軟にサポートし
、さらに双方のセル環境で周波数利用効率の増大を図ることが望まれている。
【０００６】
　３ＧのＬＴＥや４Ｇ方式において下りリンクに適用される無線アクセス方式として、多
数のサブキャリアを用いて信号を送信するＯＦＤＭ(Orthogonal Frequency Division Mul
tiplexing)が有力な候補であると考えられている（例えば、非特許文献１参照）。
【０００７】
　ＯＦＤＭでは送信したいデータ系列を直並列変換し、並列のデータ系列の信号を複数の
サブキャリアを用いて信号伝送する。これによりシンボルレートが低速となるため、送信
機から受信機への伝搬経路の違いにより生じる遅延波（マルチパス）の影響を抑圧し、高
速の情報レートの信号を高品質に信号伝送することが可能となる。
【０００８】
　また、ＯＦＤＭを用いた無線アクセス方式によりマルチセル環境をサポートするために
は、大容量化を実現するため１セル周波数繰り返しを適用することが望ましいと考えられ
る。１セル周波数繰り返しを実現する場合、周辺の隣接セルからの同一周波数を用いる干
渉信号の影響を抑圧するため、拡散の適用が有効である。
【０００９】
　そこで、拡散を適用したＯＦＤＭ(OFDM with Spreading)では、図１に示すように、入
力データは、チャネル符号化、データ変調後、拡散を適用し、直並列変換および逆フーリ
エ変換が行われることによりマルチキャリアの信号が生成され、ガードインターバルが挿
入されて送信される。具体的に、拡散が適用された場合として、例えば拡散率として８が
適用された場合には、各シンボルは８個のサブキャリアに拡散され送信される。また周辺
セルからの干渉の影響が小さい場合には、拡散を用いる必要がないため、拡散率として１
が適用され、各サブキャリアで異なるデータＤ１、Ｄ２、・・・が送信される。
【００１０】
　以上のような、ＯＦＤＭや拡散を適用したＯＦＤＭでも、ＨＳＤＰＡと同様な共有チャ
ネルを用いて、パケットスケジューリング技術を適用することが可能であり、それにより
スループットを増大することが可能である。この場合、共有チャネルの伝送では、ＯＦＤ
Ｍではマルチキャリア伝送が行われているため、ＨＳＤＰＡのような時間多重により各ユ
ーザへの送信スロット割り当てを行う方法だけでなく、サブキャリア単位、あるいは複数
のサブキャリアを束ねた周波数ブロック単位毎に、各ユーザへ無線リソースを割り当てる
ことが可能である（例えば、非特許文献２参照）。
【００１１】
　したがって、チャネル帯域幅内でマルチキャリア伝送を用いた信号伝送を行う場合には
、ＨＳＤＰＡとは異なる無線リソースの割り当て法が可能となる。
【００１２】
　しかしながらこのようなＯＦＤＭや拡散を用いたＯＦＤＭにおいて、実際の移動通信を
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実現するためには、このような共有チャネルの伝送だけではなく、共有チャネルの制御情
報を伝送するために必要な制御チャネル、あるいは基地局に接続している全ユーザに対し
て送信される、システム情報、呼び出し（ページング）情報を信号伝送するような共通制
御チャネルを伝送する必要がある。
【非特許文献１】J. A. C. Bingham, “Multicarrier modulation for data transmissio
n: an idea whose time has come,” IEEE Commun. Mag., pp. 5-14, May 1990.
【非特許文献２】W. Wang, T. Ottosson, M. Sternad, A. Ahlen, A. Svensson, “Impac
t of multiuser diversity and channel variability on adaptive OFDM,” IEEE VTC200
3-Fall, pp.547-551, Oct. 2003.
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１３】
　しかしながら、上述した複数のサブキャリアを用いて信号伝送するマルチキャリア伝送
においては、以下の問題がある。
【００１４】
　下りリンクにおいて、異なる種別の情報を送信する物理チャネルに対して、どのように
して無線リソースを最適に割り当てていくのかが、明らかにされていない問題がある。
【００１５】
　そこで本発明においては、物理チャネルの種類に応じて、無線リソースを割り当てるこ
とができる送信装置および無線リソース割り当て方法を提供することを目的としている。
【課題を解決するための手段】
【００１６】
　上記課題を解決するため、本送信装置は、
　周波数軸方向の複数のサブキャリアと時間軸方向の複数のＯＦＤＭシンボルとによって
周波数ブロックが形成され、周波数ブロックの時間軸方向の長さが送信スロットに相当す
るとともに、周波数ブロックがシステム周波数帯域にわたって周波数軸方向に複数配置さ
れており、各ユーザへの割り当て対象の周波数ブロックを決定する割当部と、
　前記割当部において決定した周波数ブロックにてデータを送信する送信部と
　を備え、
　前記割当部は、同一ユーザに対する周波数ブロックを２以上の連続する送信スロットに
割り当てる場合、第１の送信スロットに割り当てる周波数ブロックと第２の送信スロット
に割り当てる周波数ブロックとが所定の間隔離れるように決定する。
【００１７】
　このように構成することにより、物理チャネルの種類に応じて、無線リソースを割り当
てることができる。
【００１８】
　本割当方法は、
　周波数軸方向の複数のサブキャリアと時間軸方向の複数のＯＦＤＭシンボルとによって
周波数ブロックが形成され、周波数ブロックの時間軸方向の長さが送信スロットに相当す
るとともに、周波数ブロックがシステム周波数帯域にわたって周波数軸方向に複数配置さ
れており、各ユーザへの割り当て対象の周波数ブロックを決定するステップと、
　決定した周波数ブロックにてデータを送信するステップと
　を備え、
　前記決定するステップは、同一ユーザに対する周波数ブロックを２以上の連続する送信
スロットに割り当てる場合、第１の送信スロットに割り当てる周波数ブロックと第２の送
信スロットに割り当てる周波数ブロックとが所定の間隔離れるように決定する。

【００１９】
　このようにすることにより、物理チャネルの種類に応じて、無線リソースを割り当てる
ことができ、各物理チャネルで送信する情報をユーザに送信することができる。
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【発明の効果】
【００２０】
　本発明の実施例によれば、物理チャネルの種類に応じて、無線リソースを割り当てるこ
とができる送信装置および無線リソース割り当て方法を実現できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２１】
　次に、本発明の実施例について図面を参照して説明する。なお、実施例を説明するため
の全図において、同一機能を有するものは同一符号を用い、繰り返しの説明は省略する。
【００２２】
　最初に、本発明の実施例において対象とする下りリンクにおける物理チャネルについて
、図２を参照して説明する。
【００２３】
　本実施例において対象とする下りリンクにおける物理チャネルは、共通制御チャネルと
、共有チャネルと、物理レイヤの制御情報とレイヤ２の制御情報とを送信するチャネル（
以下、コントロールシグナリングチャネルとよぶ）と、マルチキャストチャネルとに分類
される。
【００２４】
　共通制御チャネルは、基地局がカバーするセル全体に送信するチャネルであり、例えば
、ブロードキャスト情報、ページング情報などを送信する。
【００２５】
　共有チャネルは、各ユーザへのトラフィックデータ、上位レイヤの信号を用いた制御信
号データなどを送信する。例えば、上位レイヤの信号を用いた制御信号としては、ＴＣＰ
／ＩＰにおける受信誤りの有無を示すＡＣＫ／ＮＡＣＫが挙げられる。
【００２６】
　コントロールシグナリングチャネルは、物理レイヤの制御情報として、例えば適応変調
における変調方式、符号化率の情報などを送信する。また、コントロールシグナリングチ
ャネルは、物理レイヤの制御情報として、例えば無線リソースの割り当て情報、例えばど
のシンボル、サブキャリアが割り当てられたかを示す情報などを送信する。
【００２７】
　また、コントロールシグナリングチャネルは、レイヤ２の制御情報として、例えばパケ
ット再送制御の情報を送信する。また、コントロールシグナリングチャネルは、レイヤ２
の制御情報として、例えばパケットスケジューリングの割り当て情報などを送信する。
【００２８】
　マルチキャストチャネルは、マルチキャストのためのチャネルである。
【００２９】
　本発明の実施例にかかる送信装置について、図３を参照して説明する。
【００３０】
　送信装置は、例えば基地局に備えられ、下りチャネルを送信する。
【００３１】
　送信装置１００は、共通制御チャネルおよびコントロールシグナリングチャネルを、全
周波数帯域、あるいは全周波数帯域にまたがって離散的に配置された少なくとも一部の周
波数帯域を使用して送信する。このようにすることにより、周波数領域でのダイバーシチ
効果を得ることができる。
【００３２】
　また、送信装置１００は、時間領域と周波数領域とを分割し、ユーザに対して受信状態
のよいところを割り当てるパケットスケジューリングに基づいて、共有チャネルを送信す
る。このようにすることにより、マルチユーザダイバーシチ効果を得ることができる。
【００３３】
　また、送信装置１００は、全チャネル帯域を使用した時間領域のパケットスケジューリ
ングに基づいて、共有チャネルを送信するようにしてもよい。このようにすることにより
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、周波数ダイバーシチ効果を得ることができる。
【００３４】
　送信装置１００は、共通制御チャネル信号生成部１１０と、コントロールシグナリング
チャネル信号生成部１２０と、共有チャネル信号生成部１３０と、共通制御チャネル信号
生成部１１０、コントロールシグナリングチャネル信号生成部１２０および共有チャネル
信号生成部１３０と接続された無線リソース割り当て部１４０と、無線リソース割り当て
部１４０と接続されたＩＦＦＴ部１５０と、ＩＦＦＴ部１５０と接続されたガードインタ
ーバル挿入部１６０とを備える。
【００３５】
　共通制御チャネル信号生成部１１０は、共通制御チャネルで送信する送信データが入力
されるチャネル符号化部１０２と、チャネル符号化部１０２と接続されたデータ変調部１
０４と、データ変調部１０４と接続された拡散部１０６とを備える。拡散部１０６は、無
線リソース割り当て部１４０と接続される。
【００３６】
　共有チャネル信号生成部１３０は、各ユーザからのデータが入力されるパケットスケジ
ューリング部１２８と、パケットスケジューリング部１２８と接続されたチャネル符号化
部１２２と、チャネル符号化部１２２と接続されたデータ変調部１２４と、データ変調部
１２４と接続された拡散部１２６とを備える。拡散部１２６は、無線リソース割り当て部
１４０と接続される。
【００３７】
　コントロールシグナリングチャネル信号生成部１２０は、スケジューリング手段として
のパケットスケジューリング部１２８と接続されたチャネル符号化部１１２と、チャネル
符号化部１１２と接続されたデータ変調部１１４と、データ変調部１１４と接続された拡
散部１１６とを備える。拡散部１１６は、無線リソース割り当て部１４０と接続される。
【００３８】
　各ユーザからのデータは、パケットスケジューリング部１２８に入力される。パケット
スケジューリング部１２８では、各ユーザ（受信局）から送信される無線状態を示すフィ
ードバック情報に基づいて、共有チャネルに割り当てるユーザの選択を行うパケットスケ
ジューリングが行われる。例えば、パケットスケジューリング部１２８は、時間領域と周
波数領域とを分割し、ユーザに対して無線状態のよいところを割り当てる。
【００３９】
　また、パケットスケジューリング部１２８では、選択されたユーザに対するチャネル符
号化率およびデータ変調方式が決定される。また、パケットスケジューリング部１２８で
は、選択されたユーザに対する拡散率が決定される。例えば、パケットスケジューリング
部１２８では、予め設定されたアルゴリズムにしたがって、最も効率よく送信できるよう
に、図４に示す受信品質レベルに対するデータ変調方式および符号化率を示す情報に基づ
いて、データ変調方式および符号化率を決定する。
【００４０】
　受信品質レベルに対するデータ変調方式および符号化率を示す情報には、受信品質レベ
ルが良いほど、変調多値数の大きいデータ変調方式および大きい値の符号化率が規定され
る。例えば、データ変調方式は、受信品質レベルが良くなるにしたがってＱＰＳＫ、１６
ＱＡＭ、６４ＱＡＭと変調方式が規定され、符号化率は、受信品質レベルが良くなるにし
たがって１／９から３／４へと大きい値が規定される。ここで規定されるデータ変調方式
および符号化率は、送信装置が設置される環境、セルなどにより変更される。
【００４１】
　また、パケットスケジューリング部１２８は、パケットスケジューリングにより得られ
た情報、例えば選択されたユーザを示すユーザＩＤ、そのユーザへの送信に使用する拡散
率、チャネル符号化率およびデータ変調方式のうち少なくとも一方を示す情報を制御情報
としてチャネル符号化部１１２、データ変調部１２４および拡散部１２６に入力する。
【００４２】
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　また、パケットスケジューリング部１２８は、パケットスケジューリングにより選択さ
れたユーザの送信データを、チャネル符号化部１２２に入力し、この情報は、データ変調
部１２４に入力される。
【００４３】
　チャネル符号化部１２２は、パケットスケジューリング部１２８で選択されたチャネル
符号化率にしたがって、送信データに対してチャネル符号化を行い、データ変調部１２４
に入力する。
【００４４】
　データ変調部１２４は、パケットスケジューリング部１２８で選択されたデータ変調方
式にしたがって、チャネル符号化が行われた送信データにデータ変調を行い、拡散部１２
６に入力する。
【００４５】
　拡散部１２６は、パケットスケジューリング部１２８で選択された拡散率でデータ変調
が行われた送信データを拡散し、無線リソース割り当て部１４０に入力する。
【００４６】
　一方、パケットスケジューリング部１２８により、チャネル符号化部１１２に入力され
た制御情報は、チャネル符号化部１１２において、予め設定されたチャネル符号化率した
がってチャネル符号化が行われ、データ変調部１１４に入力される。
【００４７】
　データ変調部１１４は、予め設定されたデータ変調方式にしたがって、チャネル符号化
が行われた制御情報にデータ変調を行い、拡散部１１６に入力する。
【００４８】
　拡散部１１６は、予め設定された拡散率にしたがって、データ変調が行われた制御情報
を拡散し、無線リソース割り当て部１４０に入力する。
【００４９】
　また、共通制御チャネルにより送信する情報は、チャネル符号化部１０２に入力され、
予め設定されたチャネル符号化率にしたがってチャネル符号化が行われ、データ変調部１
０４に入力される。
【００５０】
　データ変調部１０４は、予め設定されたデータ変調方式にしたがって、チャネル符号化
が行われた送信データにデータ変調を行い、拡散部１０６に入力する。
【００５１】
　拡散部１１６は、予め設定された拡散率にしたがって、データ変調が行われた送信デー
タを拡散し、無線リソース割り当て部１４０に入力する。
【００５２】
　チャネル符号化部１０２および１１２で使用されるチャネル符号化率、データ変調部１
０４および１１４で使用されるデータ変調方式、拡散部１０６および１１６で使用される
拡散率は環境およびセル（セクタ）により変更可能である。
【００５３】
　無線リソース割り当て部１４０は、共通制御チャネル、コントロールシグナリングチャ
ネルおよび共有チャネルに対して無線リソースを割り当てる。
【００５４】
　図５を参照して説明する。
【００５５】
　例えば、無線リソース割り当て部１４０は、共通制御チャネルおよびコントロールシグ
ナリングチャネルに対して無線リソースを割り当てる場合に、構成１に示すように、シス
テムに割り当てられた全周波数帯域を１サブキャリア以上の複数のサブキャリアにより構
成されるサブキャリアブロックに分割し、少なくとも一つのサブキャリアブロックをパケ
ット伝送における送信の一単位(TTI: Transmission Time Interval)を示す送信スロット
に割り当てる。
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【００５６】
　また、無線リソース割り当て部１４０は、共有チャネルに対して無線リソースを割り当
てる場合に、共通制御チャネルおよびコントロールシグナリングチャネルが割り当てられ
た以外の無線リソースを割り当てる。このように、共通制御チャネルおよびコントロール
シグナリングチャネルは、全周波数帯域にまたがる離散的な周波数領域にマッピングを行
うことにより、周波数ダイバーシチ効果により受信機における受信品質を改善することが
できる。
【００５７】
　また、構成２に示すように、共通制御チャネルおよびコントロールシグナリングチャネ
ルに対して無線リソースを割り当てる場合に、パケット伝送における送信の一単位(TTI: 
Transmission Time Interval)を示す送信スロットにおいて、その送信スロットを構成す
る複数のシンボルのうち、少なくとも一部のシンボルを、共通制御チャネルおよびコント
ロールシグナリングチャネルに割り当てるようにしてもよい。
【００５８】
　また、この場合、無線リソース割り当て部１４０は、共有チャネルに対して無線リソー
スを割り当てる場合に、共通制御チャネルおよびコントロールを割り当てたシンボル以外
のシンボルを割り当てる。このようにすることにより、共通制御チャネルおよびコントロ
ールシグナリングチャネルを全周波数帯域にまたがってマッピングすることができるため
、周波数ダイバーシチ効果により受信機における受信品質を改善することができる。
【００５９】
　また、構成３に示すように、無線リソース割り当て部１４０は、共通制御チャネルおよ
びコントロールシグナリングチャネルに対して無線リソースを割り当てる場合に、周波数
軸方向についてはシステムに割り当てられた全周波数帯域を１サブキャリア以上の複数の
サブキャリアにより構成されるサブキャリアブロックに分割し、時間軸方向には複数のＯ
ＦＤＭシンボル毎に分割し、複数のサブキャリアおよび複数のＯＦＤＭシンボルにより周
波数ブロックを構成する。
【００６０】
　無線リソース割り当て部１４０は、複数の周波数ブロックのうち、少なくとも１つの周
波数ブロックを選択し、共通制御チャネルおよびコントロールシグナリングチャネルに割
り当てるようにしてもよい。さらに、その周波数ブロックを構成する複数のＯＦＤＭシン
ボルのうち、少なくとも一部のシンボルを、共通制御チャネルおよびコントロールシグナ
リングチャネルに割り当てるようにしてもよい。
【００６１】
　また、この場合、無線リソース割り当て部１４０は、共有チャネルに対して無線リソー
スを割り当てる場合に、共通制御チャネルおよびコントロールを割り当てたシンボル以外
のシンボルおよび周波数ブロックのうち少なくとも一方を割り当てるようにしてもよい。
このようにすることにより、共通制御チャネルおよびコントロールシグナリングチャネル
を全周波数帯域のうちの離散的な周波数領域にマッピングすることができるため、周波数
ダイバーシチ効果により受信機における受信品質を改善することができる。
【００６２】
　ＩＦＦＴ部１５０は、入力された信号を高速逆フーリエ変換し、ＯＦＤＭ方式の変調を
行う。
【００６３】
　ＧＩ付加部１６０は、送信する信号にガードインターバルを付加することで、ＯＦＤＭ
方式におけるシンボルを作成する。ガードインターバルは、伝送するシンボルの先頭又は
末尾の一部を複製することによって得られる。
【００６４】
　以下、共通制御チャネル、コントロールシグナリングチャネルおよび共通チャネルに分
けて、無線リソースの割り当てについて具体的に説明する。
【００６５】
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　最初に、共通制御チャネルに対する無線リソースの割り当てについて、図６Ａ～図６Ｅ
を参照して説明する。
【００６６】
　共通制御チャネルは、セル内の全ユーザに向けた情報である。さらにセル内のユーザが
、所要の場所率、かつ所要の品質、たとえば所定の誤り率で受信できる必要がある。この
ため、全周波数帯域のうちある所定の狭い周波数帯域のみで送信した場合、その周波数に
おける受信状態は各ユーザにとって異なり、場合によっては受信状態の悪いユーザが生じ
るおそれがある。また、全ユーザに向けた情報であるため、パケットスケジューリングに
割り当てを行って、信号伝送を行うような使い方を行うことはできない。
【００６７】
　したがって、共通制御チャネルでは、パケットスケジューリングは適用せず、全周波数
帯域、あるいは全周波数帯域にまたがって離散的に配置された少なくとも一部の周波数帯
域にチャネルを割り当てる。このようにすることにより、周波数ダイバーシチ効果を得る
ことができる。
【００６８】
　例えば、共通制御チャネルに対して無線リソースを割り当てる場合に、構成１に示すよ
うに、共通制御チャネルを少なくとも一つの送信スロットに割り当て、割り当てが行われ
た送信スロットではすべての全周波数帯域を利用して送信が行われる。このように全周波
数帯域を用いることにより、周波数ダイバーシチ効果により受信機における受信品質を改
善することができる。
【００６９】
　また、共通制御チャネルに対して無線リソースを割り当てる場合に、構成２に示すよう
に、システムに割り当てられた全周波数帯域を複数のサブキャリアにより構成されるサブ
キャリアブロックに分割し、少なくとも一つのサブキャリアブロックに連続的に共通制御
チャネルをマッピングする。このように、周波数方向にマッピングを行うことにより、周
波数ダイバーシチ効果により受信機における受信品質を改善することができる。
【００７０】
　また、共通制御チャネルに対して無線リソースを割り当てる場合に、構成３に示すよう
に、構成１と２を組み合わせて、少なくとも一つの送信スロットの、少なくとも一つのサ
ブキャリアブロックに共通制御チャネルをマッピングする。このように、周波数方向にマ
ッピングを行うことにより、周波数ダイバーシチ効果により受信機における受信品質を改
善することができる。
【００７１】
　また、共通制御チャネルに対して無線リソースを割り当てる場合に、構成４に示すよう
に、共通制御チャネルを少なくとも一つの送信スロット内の一部のシンボルに割り当て、
割り当てが行われたシンボルではすべての全周波数帯域を利用して送信が行われる。この
ように全周波数帯域を用いることにより、周波数ダイバーシチ効果により受信機における
受信品質を改善することができる。
【００７２】
　また、共通制御チャネルに対して無線リソースを割り当てる場合に、構成５に示すよう
に、システムに割り当てられた全周波数帯域を複数のサブキャリアにより構成されるサブ
キャリアブロックに分割し、少なくとも一つのサブキャリアブロック内の一部のサブキャ
リアに連続的に共通制御チャネルをマッピングする。このように、周波数方向にマッピン
グを行うことにより、周波数ダイバーシチ効果により受信機における受信品質を改善する
ことができる。
【００７３】
　また、共通制御チャネルに対して無線リソースを割り当てる場合に、構成６に示すよう
に、構成３と４を組み合わせて、少なくとも一つの送信スロット一部のシンボルの、少な
くとも一つのサブキャリアブロックの一部のサブキャリアに共通制御チャネルをマッピン
グする。このように、周波数方向にマッピングを行うことにより、周波数ダイバーシチ効
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果により受信機における受信品質を改善することができる。
【００７４】
　また、共通制御チャネルに対して無線リソースを割り当てる場合に、構成例７に示すよ
うに、少なくとも一つの送信スロットの少なくとも一つのサブキャリアブロックの一部の
シンボルに共通制御チャネルをマッピングする。この場合、各送信スロットにおいて、マ
ッピングされる共通制御チャネルの位置を、少なくとも一部のサブキャリアブロックにお
いて異なるように配置する。このように、共通制御チャネルを周波数方向および時間軸方
向にマッピングを行うことにより、周波数ダイバーシチ効果に加え、時間ダイバーシチ効
果により受信機における受信品質を改善することができる。例えば、受信機が高速移動を
している場合に、ある周波数における受信品質がある瞬間に落ち込む場合がある。このよ
うな場合に、各サブキャリアブロックにおいて、マッピングされる共通制御チャネルの位
置を少なくとも一部のサブキャリアブロックにおいて異なるようにすることにより、時間
ダイバーシチ効果を得ることができ、受信品質を改善することができる。
【００７５】
　また、共通制御チャネルに対して無線リソースを割り当てる場合に、構成例８に示すよ
うに、構成例７において説明した送信スロットを所定の時間空けて所定の回数送信するよ
うにしてもよい。このように、同様の送信スロットを複数回数送信することにより、周波
数ダイバーシチ効果に加え、時間ダイバーシチ効果により受信機における受信品質を改善
することができる。この場合、送信スロットを送信する時間間隔は、環境に応じて適応的
に制御される。例えば、移動の少ないオフィスのような環境では送信間隔が長く設定され
、移動の大きい街中のような環境では送信間隔が短く設定される。また、２回目以降に送
信される送信スロットの少なくとも一つのサブキャリアブロックの一部のシンボルにマッ
ピングされる共通制御チャネルの位置を、前回に送信された共通制御チャネルの位置とは
異なるようにしてもよい。
【００７６】
　ここで、構成例７および構成例８において説明した各サブキャリアブロックにおける共
通制御チャネルの位置は、構成例９に示すように、所定の規則に基づいて予め固定的に決
定される。また、各サブキャリアブロックにおける共通制御チャネルの位置を、構成例１
０に示すように各サブキャリアにおいてランダムに決定されるようにしてもよい。
【００７７】
　また、構成例８において、図６Ｅに示すように、２回目以降に送信される共通制御チャ
ネルは、１回目と同様の情報が送信される。この場合、受信機側では復調処理が行われ、
復調誤りがあるか否かが判断される。復調誤りが無い場合２回目以降に送信される共通制
御チャネルを受信しないように制御される。復調誤りがある場合に、その情報を廃棄し、
２回目以降に送信される共通制御チャネルを再度復調する（パケット合成無し、Ｔｙｐｅ
－Ｉ）。
【００７８】
　また、復調誤りがある場合に、その情報は廃棄せず、２回目以降に送信される共通制御
チャネルと前回受信した共通制御チャネルとをパケット合成し、再度復調するようにして
もよい（パケット合成有り、Ｔｙｐｅ－Ｉ）。このようにすることにより、受信ＳＩＲを
改善することができる。
【００７９】
　また、構成例８において、２回目以降に送信される共通制御チャネルを、１回目とは異
なる情報を送信するようにしてもよい。例えば、２回目以降に送信される共通制御チャネ
ルを、１回目とは異なるパターンでパンクチャリングを行ったパケットを送信するように
してもよい（パケット合成有り、Ｔｙｐｅ－ＩＩ）。この場合、受信機側では復調処理が
行われ、復調誤りがあるか否かが判断される。復調誤りが無い場合３回目以降に送信され
る共通制御チャネルを受信しないように制御される。復調誤りがある場合に、その情報は
廃棄せず、２回目以降に送信される共通制御チャネルと前回受信した共通制御チャネルと
をパケット合成し、再度復調するようにしてもよい。このようにすることにより、符号化
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利得を改善することができる。
【００８０】
　また、構成例８において、２回目以降に送信される共通制御チャネルを、１回目とは異
なる情報を送信するようにしてもよい。例えば、共通制御チャネルを示す情報を、２以上
に分割して送信する。１回目に送信される共通制御チャネルに情報が格納され、２回目以
降に送信される共通制御チャネルに対しては、冗長符号が格納されている場合には、１回
目に送信される共通制御チャネルの受信が失敗した場合に、２回目以降に送信される共通
制御チャネルは復号できない。
【００８１】
　このような場合に、２以上に共通制御チャネルを示す情報を分割して送信するようにす
ることにより、時間ダイバーシチの効果により、受信機における受信品品質を改善するこ
とができる。この場合、共通制御チャネルを示す情報を分割して送信する送信スロットと
、冗長符号を格納したパケットとを送信するようにしてもよい。
【００８２】
　この場合、共通制御チャネルの分割数を送信機と受信機とで予め決定する必要がある。
予め決定する情報としては、パケット合成を行うためのパケット番号、パンクチャパター
ンおよびコンスタレーション、新規もしくは再送パケットであることを示すビットが必要
である。新規もしくは再送パケットであることを示すビットは、ＡＣＫ／ＮＡＣＫビット
誤りを考慮し、間違った合成を行わないために必要である。
【００８３】
　次に、コントロールシグナリングチャネルに対する無線リソースの割り当てについて図
７Ａ～図７Ｅを参照して説明する。
【００８４】
　コントロールシグナリングチャネルは、パケットスケジューリング部１２８においてス
ケジューリングされた各ユーザを対象として送信される信号であり、セル内のスケジュー
リングを希望する特定多数のユーザが、所要の場所率、かつ所要の品質、たとえば所定の
誤り率で受信できる必要がある。したがって、パケットスケジューリングの適用は行わず
、全周波数帯域、あるいは全周波数帯域にまたがって離散的に配置された少なくとも一部
の周波数帯域にチャネルを割り当てる。このようにすることにより、周波数ダイバーシチ
効果を得ることができる。
【００８５】
　例えば、コントロールシグナリングチャネルに対して無線リソースを割り当てる場合に
、構成１に示すように、コントロールシグナリングチャネルを少なくとも一つの送信スロ
ットに割り当て、割り当てが行われた送信スロットではすべての全周波数帯域を利用して
送信が行われる。このように全周波数帯域を用いることにより、周波数ダイバーシチ効果
により受信機における受信品質を改善することができる。
【００８６】
　また、コントロールシグナリングチャネルに対して無線リソースを割り当てる場合に、
構成２に示すように、システムに割り当てられた全周波数帯域を複数のサブキャリアによ
り構成されるサブキャリアブロックに分割し、少なくとも一つのサブキャリアブロックに
連続的にコントロールシグナリングチャネルをマッピングする。このように、周波数方向
にマッピングを行うことにより、周波数ダイバーシチ効果により受信機における受信品質
を改善することができる。
【００８７】
　また、コントロールシグナリングチャネルに対して無線リソースを割り当てる場合に、
構成３に示すように、構成１と２を組み合わせて、少なくとも一つの送信スロットの、少
なくとも一つのサブキャリアブロックにコントロールシグナリングチャネルをマッピング
する。このように、周波数方向にマッピングを行うことにより、周波数ダイバーシチ効果
により受信機における受信品質を改善することができる。
【００８８】
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　また、コントロールシグナリングチャネルに対して無線リソースを割り当てる場合に、
構成４に示すように、コントロールシグナリングチャネルを少なくとも一つの送信スロッ
ト内の一部のシンボルに割り当て、割り当てが行われたシンボルではすべての全周波数帯
域を利用して送信が行われる。このように全周波数帯域を用いることにより、周波数ダイ
バーシチ効果により受信機における受信品質を改善することができる。
【００８９】
　また、コントロールシグナリングチャネルに対して無線リソースを割り当てる場合に、
構成５に示すように、システムに割り当てられた全周波数帯域を複数のサブキャリアによ
り構成されるサブキャリアブロックに分割し、少なくとも一つのサブキャリアブロック内
の一部のサブキャリアに連続的にコントロールシグナリングチャネルをマッピングする。
このように、周波数方向にマッピングを行うことにより、周波数ダイバーシチ効果により
受信機における受信品質を改善することができる。
【００９０】
　また、コントロールシグナリングチャネルに対して無線リソースを割り当てる場合に、
構成６に示すように、構成３と４を組み合わせて、少なくとも一つの送信スロット一部の
シンボルの、少なくとも一つのサブキャリアブロックの一部のサブキャリアにコントロー
ルシグナリングチャネルをマッピングする。このように、周波数方向にマッピングを行う
ことにより、周波数ダイバーシチ効果により受信機における受信品質を改善することがで
きる。
【００９１】
　また、コントロールシグナリングチャネルに対して無線リソースを割り当てる場合に、
構成７に示すように、少なくとも一つの送信スロットの少なくとも一つのサブキャリアブ
ロックの一部のシンボルにコントロールシグナリングチャネルをマッピングする。この場
合、各送信スロットにおいて、マッピングされるコントロールシグナリングの位置を、少
なくとも一部のサブキャリアブロックにおいて異なるように配置する。このように、コン
トロールシグナリングチャネルを周波数方向および時間軸方向にマッピングを行うことに
より、周波数ダイバーシチ効果に加え、時間ダイバーシチ効果により受信機における受信
品質を改善することができる。例えば、受信機が高速移動をしている場合に、ある周波数
における受信品質がある瞬間に落ち込む場合がある。このような場合に、各サブキャリア
ブロックにおいて、マッピングされるコントロールシグナリングチャネルの位置を少なく
とも一部のサブキャリアブロックにおいて異なるようにすることにより、時間ダイバーシ
チ効果を得ることができ、受信品質を改善することができる。
【００９２】
　また、コントロールシグナリングチャネルに対して無線リソースを割り当てる場合に、
構成８に示すように、構成７において説明した送信スロットを所定の時間空けて所定の回
数送信するようにしてもよい。このように、同様の送信スロットを複数回数送信すること
により、周波数ダイバーシチ効果に加え、時間ダイバーシチ効果により受信機における受
信品質を改善することができる。この場合、送信スロットを送信する時間間隔は、環境に
応じて適応的に制御される。例えば、移動の少ないオフィスのような環境では送信間隔が
長く設定され、移動の大きい街中のような環境では送信間隔が短く設定される。また、２
回目以降に送信される送信スロットの少なくとも一つのサブキャリアブロックの一部のシ
ンボルにマッピングされる共通制御チャネルの位置を、前回に送信された共通制御チャネ
ルの位置とは異なるようにしてもよい。
【００９３】
　ここで、構成７および構成８において説明した各サブキャリアブロックにおけるコント
ロールシグナリングチャネルの位置は、構成例９に示すように、所定の規則に基づいて予
め固定的に決定される。また、各サブキャリアブロックにおけるコントロールシグナリン
グチャネルの位置を、構成例１０に示すように各サブキャリアにおいてランダムに決定さ
れるようにしてもよい。
【００９４】
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　また、構成例８において、図７Ｅに示すように、２回目以降に送信されるコントロール
シグナリングチャネルは、１回目と同様の情報が送信される。この場合、受信機側では復
調処理が行われ、復調誤りがあるか否かが判断される。復調誤りが無い場合２回目以降に
送信されるコントロールシグナリングチャネルを受信しないように制御される。復調誤り
がある場合に、その情報を廃棄し、２回目以降に送信されるコントロールシグナリングチ
ャネルを再度復調する（パケット合成無し、Ｔｙｐｅ－Ｉ）。
【００９５】
　また、復調誤りがある場合に、その情報は廃棄せず、２回目以降に送信されるコントロ
ールシグナリングチャネルと前回受信したコントロールシグナリングチャネルとをパケッ
ト合成し、再度復調するようにしてもよい（パケット合成有り、Ｔｙｐｅ－Ｉ）。このよ
うにすることにより、受信ＳＩＲを改善することができる。
【００９６】
　また、構成８において、２回目以降に送信されるコントロールシグナリングチャネルを
、１回目とは異なる情報を送信するようにしてもよい。例えば、２回目以降に送信される
コントロールシグナリングチャネルを、１回目とは異なるパターンでパンクチャリングを
行ったパケットを送信するようにしてもよい（パケット合成有り、Ｔｙｐｅ－ＩＩ）。こ
の場合、受信機側では復調処理が行われ、復調誤りがあるか否かが判断される。復調誤り
が無い場合３回目以降に送信されるコントロールシグナリングチャネルを受信しないよう
に制御される。復調誤りがある場合に、その情報は廃棄せず、２回目以降に送信されるコ
ントロールシグナリングチャネルと前回受信したコントロールシグナリングチャネルとを
パケット合成し、再度復調するようにしてもよい。このようにすることにより、符号化利
得を改善することができる。
【００９７】
　また、構成８において、２回目以降に送信されるコントロールシグナリングチャネルを
、１回目とは異なる情報を送信するようにしてもよい。例えば、コントロールシグナリン
グチャネルを示す情報を、２以上に分割して送信する。１回目に送信されるコントロール
シグナリングチャネルに情報が格納され、２回目以降に送信されるコントロールシグナリ
ングチャネルに対しては、冗長符号が格納されている場合には、１回目に送信されるコン
トロールシグナリングチャネルの受信が失敗した場合に、２回目以降に送信されるコント
ロールシグナリングチャネルは復号できない。
【００９８】
　このような場合に、２以上にコントロールシグナリングチャネルを示す情報を分割して
送信するようにすることにより、時間ダイバーシチの効果により、受信機における受信品
品質を改善することができる。この場合、コントロールシグナリングチャネルを示す情報
を分割して送信する送信スロットと、冗長符号を格納したパケットとを送信するようにし
てもよい。
【００９９】
　この場合、コントロールシグナリングチャネルの分割数を送信機と受信機とで予め決定
する必要がある。予め決定する情報としては、パケット合成を行うためのパケット番号、
パンクチャパターンおよびコンスタレーション、新規もしくは再送パケットであることを
示すビットが必要である。新規もしくは再送パケットであることを示すビットは、ＡＣＫ
／ＮＡＣＫビット誤りを考慮し、間違った合成を行わないために必要である。
【０１００】
　以上、共通制御チャネルおよびコントロールシグナリングチャネルに対して無線リソー
スを割り当てる場合について説明した。
【０１０１】
　次に、複数の共通制御チャネルおよびコントロールシグナリングチャネルに対する無線
リソースを割り当てる方法について説明する。
【０１０２】
　ここでは、時間多重を適用する場合、周波数多重を併用する場合およびコード多重を併



(14) JP 4358158 B2 2009.11.4

10

20

30

40

50

用する場合に分けて説明する。
【０１０３】
　最初に、時間多重を適用する場合について説明する。
【０１０４】
　この場合、送信装置は、図８に示すように、チャネル＃１として共通制御チャネルで送
信する送信データが入力される共通制御チャネル信号生成部１１０と、チャネル＃２とし
てパケットスケジューリング部１２８から制御情報が入力されるコントロールシグナリン
グチャネル信号生成部１２０と、無線リソース割り当て部１４０と、ＩＦＦＴ部１５０と
、ガードインターバル挿入部１６０とにより構成する。
【０１０５】
　無線リソース割り当て部１４０は、拡散部１０６および１１６と接続された切り替え部
１３１と、切り替え部１３１と接続された切り替え制御部１３２および直並列変換部１３
３とを備える。直並列変換部１３３は、ＩＦＦＴ部１５０と接続される。
【０１０６】
　切り替え制御部１３２は、シンボル毎または送信スロット毎に、送信するチャネルを切
り替えるように制御する。切り替え部１３１は、切り替え制御部１３２からの制御信号に
応じて、時間的に送信するチャネルを切り替え、直並列変換部１３３に入力する。
【０１０７】
　例えば、切り替え制御部１３２は、図９Ａに示すように、割り当てられた周波数ブロッ
クにおいて、時間領域を複数に分割し、分割された時間領域で、複数の共通制御チャネル
、およびコントロールシグナリングチャネルの物理チャネルを割り当てるように切り替え
る。例えば、切り替え制御部１３２は、分割された時間領域に含まれるシンボル毎に、例
えばチャネル＃１、＃２、＃３、・・・毎に、共通制御チャネル、およびコントロールシ
グナリングチャネルの複数の物理チャネルを割り当てるように切り替える。
【０１０８】
　この場合、共通制御チャネルおよびコントロールシグナリングチャネルが割り当てられ
ていない無線リソースには、他の物理チャネル、例えば後述する共有チャネルを割り当て
る。
【０１０９】
　このように、少なくとも１つの周波数ブロックを使用し、シンボルレベルで、複数の共
通制御チャネル、およびコントロールシグナリングチャネルを割り当てることにより、周
波数ダイバーシチ効果により受信品質を改善することができる。
【０１１０】
　また、例えば、切り替え制御部１３４は、図９Ｂに示すように、送信スロット毎に、そ
の送信スロットに含まれる周波数ブロックの所定のＯＦＤＭシンボルに、複数の共通制御
チャネル、コントロールシグナリングチャネル、あるいはその両方からなる複数の物理チ
ャネルを、例えばチャネル＃１、＃２として、割り当てるように切り替えるようにしても
よい。
【０１１１】
　この場合、共通制御チャネルおよびコントロールシグナリングチャネルが割り当てられ
ていない無線リソースには、他の物理チャネル、例えば後述する共有チャネルを割り当て
る。このように、複数の共通制御チャネル、コントロールシグナリングチャネル、あるい
はその両方を割り当てることにより、全帯域を使用して、共通制御チャネルおよびコント
ロールシグナリングチャネルを送信することができ、周波数ダイバーシチ効果により受信
機における受信品質を改善することができる。
【０１１２】
　次に、周波数多重を併用する場合について説明する。この場合は、前述の時間多重のみ
では多重できる物理チャネル数が少ない場合に、時間多重と併用した場合の送信方法を説
明する。
【０１１３】
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　周波数多重を併用する場合の送信装置は、図８を参照して説明した送信装置と無線リソ
ース割り当て部１４０の構成が異なる。無線リソース割り当て部１４０は、拡散部１０６
および１１６と接続されたサブキャリアマッピング部１３４と、サブキャリアマッピング
部１３４と接続されたサブキャリアマッピング制御部１３５とを備える。サブキャリアマ
ッピング部１３４は、ＩＦＦＴ部１５０と接続される。
【０１１４】
　サブキャリアマッピング制御部１３５は、複数の共通制御チャネルおよびコントロール
シグナリングチャネルをマッピングするサブキャリアを決定し、その結果をサブキャリア
マッピング部１３４に入力する。サブキャリアマッピング部１３４は、入力されたサブキ
ャリアの情報に基づいて、複数の共通制御チャネルおよびコントロールシグナリングチャ
ネルをマッピングする。
【０１１５】
　例えば、サブキャリアマッピング制御部１３５は、図１１Ａに示すように、周波数ブロ
ックにおける周波数帯域を複数の帯域に分割し、分割された帯域毎に、複数の共通制御チ
ャネルおよびコントロールシグナリングチャネルを割り当てる。さらに、周波数ブロック
の時間領域を複数に分割し、分割された時間領域毎に割り当てる複数の共通制御チャネル
およびコントロールシグナリングチャネルを時分割で変更するようにしてもよい。
【０１１６】
　例えば、サブキャリアマッピング制御部１３５は、選択された複数の周波数ブロックに
おいて、各周波数ブロックにおける周波数帯域を２分割し、送信スロットを３分割した場
合、各分割されたブロック毎に、例えばチャネル＃１、＃２、＃３、・・・、＃６に、複
数の共通制御チャネル、コントロールシグナリングチャネル、あるいはその両方を割り当
てる。
【０１１７】
　このように、複数の周波数ブロックを使用し、各周波数ブロックにおける周波数帯域を
分割した帯域毎に共通制御チャネルおよびコントロールシグナリングチャネルを割り当て
ることにより、周波数ダイバーシチ効果により受信機における受信品質を改善することが
できる。
【０１１８】
　また、例えば、サブキャリアマッピング制御部１３５は、図１１Ｂに示すように、送信
スロットレベルで、その送信スロットに含まれる周波数ブロックの所定のＯＦＤＭシンボ
ルに、複数の共通制御チャネル、コントロールシグナリングチャネル、あるいはその両方
を例えばチャネル＃１、＃２、＃３、＃４として、割り当てるようにしてもよい。
【０１１９】
　例えば、サブキャリアマッピング制御部１３５は、割り当てられた周波数ブロックの所
定のＯＦＤＭシンボルに、複数の共通制御チャネル、コントロールシグナリングチャネル
、あるいはその両方を割り当てる。この場合、共通制御チャネルおよびコントロールシグ
ナリングチャネルが割り当てられていない無線リソースには、他の物理チャネル、例えば
後述する共有チャネルが割り当てられ、時分割で切り替えが行われる。
【０１２０】
　このように、周波数ブロックレベルで、複数の共通制御チャネル、コントロールシグナ
リングチャネル、あるいはその両方を割り当てることにより、全帯域にまたがる離散的な
一部を使用して、共通制御チャネルおよびコントロールシグナリングチャネルを送信する
ことができ、周波数ダイバーシチ効果により受信機における受信品質を改善することがで
きる。
【０１２１】
　次に、符号多重を併用する場合について説明する。
【０１２２】
　符号多重を併用する場合の送信装置は、図８を参照して説明した送信装置と無線リソー
ス割り当て部１４０の構成が異なる。無線リソース割り当て部１４０は、拡散部１０６お
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よび１１６と接続されるコード多重部１３７と、コード多重部１３７と接続されたコード
多重制御部１３６とを備える。コード多重部１３７は、ＩＦＦＴ部１５０と接続される。
【０１２３】
　コード多重制御部１３６は、異なる拡散符号により拡散された拡散部１０６および１１
６の出力信号をコード多重するための制御を行う。コード多重部１３７は、入力されたチ
ャネルをコード多重する。
【０１２４】
　例えば、コード多重制御部１３６は、図１３に示すように、送信スロットレベルで、送
信スロットに含まれるＯＦＤＭシンボルのうち、所定のＯＦＤＭシンボルに、複数の共通
制御チャネル、コントロールシグナリングチャネル、あるいはその両方を例えばチャネル
＃１、＃２として割り当て、符号多重を行う。
【０１２５】
　この場合、共通制御チャネルおよびコントロールシグナリングチャネルが割り当てられ
ていない無線リソースには、他の物理チャネル、例えば後述する共有チャネルが割り当て
られる。
【０１２６】
　このように、複数の周波数ブロックを使用し、共通制御チャネルおよびコントロールシ
グナリングチャネルを符号多重することにより、周波数ダイバーシチ効果により受信品質
を改善することができる。
【０１２７】
　次に、共有チャネルに対する無線リソースの割り当てについて説明する。
【０１２８】
　共有チャネルは、各ユーザ向けの情報であるため、パケットスケジューリングを適用す
ることができる。無線リソース割り当て部１４０は、周波数軸方向についてはシステムに
割り当てられた全周波数帯域を１または複数のサブキャリア毎に分割し、時間軸方向には
１または複数のＯＦＤＭシンボル毎に分割し、コード軸方向を１または複数のコード毎に
分割し、１または複数のサブキャリア、複数のＯＦＤＭシンボル、および複数のコードに
より周波数ブロックを構成し、この周波数ブロックを単位として無線リソースを割り当て
る。
【０１２９】
　また、無線リソース割り当て部１４０は、時間領域および周波数領域のパケットスケジ
ューリングを行い、複数の周波数ブロックのうち、少なくとも１つの周波数ブロックを選
択する。また、パケットスケジューリングの結果は受信局に通知される。
【０１３０】
　また、無線リソース割り当て部１４０は、受信局からのフィードバック情報、例えば受
信チャネル状態、例えば受信ＳＩＲに基づいて、最適な周波数ブロックを割り当てる。
【０１３１】
　このようにすることにより、各ユーザに対して、割り当てる周波数ブロックをダイナミ
ックに変更することができ、チャネル状態のよい周波数ブロックを割り当てることができ
る。このため、マルチユーザダイバーシチ効果により、受信機における受信特性を改善す
ることができる。
【０１３２】
　一例として、８ユーザである場合について、図１４を参照して説明する。すなわち、８
ユーザに対する各共有チャネルを、無線リソースに割り当てる場合ついて説明する。
【０１３３】
　無線リソース割り当て部１４０は、システムに割り当てられた全周波数帯域を、例えば
８に分割して周波数ブロックを構成し、送信スロット毎に、各ユーザの受信状態に応じて
無線リソースの割り当てを行う。
【０１３４】
　また、例えば、無線リソース割り当て部１４０は、各ユーザに伝送する情報量が異なる



(17) JP 4358158 B2 2009.11.4

10

20

30

40

50

場合に、データレートに応じて周波数ブロックを割り当てるようにしてもよい。例えば、
高速のデータレート、例えば大きなファイルサイズのダウンロード、および低速のデータ
レート、例えば音声のような低速の伝送レートの信号に応じて、周波数ブロックを割り当
てる。この場合、高速のデータレートの場合には、「伝送したいパケットの大きさ」が周
波数ブロックの大きさより大きく、低速のデータレートの場合には、「伝送したいパケッ
トの大きさ」が周波数ブロックの大きさより小さくなる。
【０１３５】
　高速のデータレートのユーザに無線リソースを割り当てる場合について、図１５を参照
して説明する。
【０１３６】
　無線リソース割り当て部１４０は、高速のデータレートの場合には、「伝送したいパケ
ットの大きさ」が周波数ブロックの大きさより大きいため、送信スロットにおいて、複数
の周波数ブロック（チャンク）を割り当てる。例えば、高速のデータレートのユーザ＃１
に対して、ある送信スロットでは３個の周波数ブロックを割り当て、またある送信スロッ
トでは４個の周波数ブロックを割り当てる。
【０１３７】
　次に、低速のデータレートのユーザに無線リソースを割り当てる場合について、図１６
を参照して説明する。
【０１３８】
　無線リソース割り当て部１４０は、低速のデータレートの場合には「伝送したいパケッ
トの大きさ」が周波数ブロックの大きさより小さいため、低速のデータレートのユーザを
まとめて、１つの周波数ブロックに割り当てる。低速のデータレートのユーザは、「伝送
したいパケットの大きさ」が周波数ブロックの大きさより小さいため、１周波数ブロック
を送信する情報でうめつくすことはできない。しかし、周波数ブロックの一部のみを使用
して残りを空にして送信した場合には無線リソースの無駄になる。
【０１３９】
　したがって、低速のデータレートのユーザをまとめて１つの周波数ブロックに割り当て
る。例えば、無線リソース割り当て部１４０は、低速のデータレートのユーザ＃９および
＃１０を同一の周波数ブロックに割り当て、多重して送信する。このようにすることによ
り、マルチユーザダイバーシチ効果により、受信品質を改善することができる。
【０１４０】
　また、無線リソース割り当て部１４０は、低速のデータレートのユーザに無線リソース
を割り当てる場合に、同一送信スロットに含まれる複数の周波数ブロックのうち、少なく
とも２つの周波数ブロックにまたがって割り当てるようにしてもよい。１つの周波数ブロ
ックに低速のデータレートのユーザをまとめて割り当てる場合、受信状態のよいユーザの
集合が割り当てられるとは限らないためマルチユーザダイバーシチ効果が劣化する場合が
ある。
【０１４１】
　このような場合には、複数の周波数ブロックにまたがって、無線リソースを割り当てる
ようにする。例えば、図１７Ａに示すように、低速のデータレートのユーザ＃９、＃１０
、＃１１および＃１２を、同一の送信スロットに含まれる複数の周波数ブロックのうち、
少なくとも２つの周波数ブロックにまたがって割り当てる。このようにすることにより、
周波数ダイバーシチ効果を得ることができ、受信機における受信品質を向上させることが
できる。
【０１４２】
　また、図１７Ａでは低速のデータレートのユーザに対する共有チャネルへの無線リソー
ス割り当てということで説明を行ったが、同様な無線リソース割り当て法は、移動速度が
速いユーザ、あるいは受信状態が極端に悪いユーザに割り当てを行う場合にも有効である
。これは、移動速度が速いユーザではチャネル変動が非常に早くなるため、パケットスケ
ジューリングによる無線リソース割り当てがその変動に追従することができず、マルチユ
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ーザダイバーシチ効果による改善効果が得られなくなるためである。また、受信状態が極
端に悪いユーザには、非常に低速のデータレートの条件となるため、特定の周波数ブロッ
クの一部を割り当てるだけでは、十分なチャネル符号化利得を得ることができず特性が劣
化してしまう場合がある。以上のような条件のユーザには、図１７Ｂに示すように、同一
の送信スロットに含まれる複数の周波数ブロックのうち、少なくとも２つの周波数ブロッ
クにまたがって割り当てる。このようにすることにより、周波数ダイバーシチ効果を得る
ことができ、受信機における受信品質を向上させることができる。
【０１４３】
　次に、マルチキャストチャネルに無線リソースを割り当てる場合について、図１８を参
照して説明する。マルチキャストの場合、複数の送信機から、ある特定のユーザに対して
、データが送信される。
【０１４４】
　無線リソース割り当て部１４０は、構成例１に示すように、マルチキャストチャネルに
対して無線リソースを割り当てる場合に、パケット伝送における送信の一単位(TTI: Tran
smission Time Interval)を示す送信スロットにおいて、その送信スロットを構成する複
数のシンボルのうち、少なくとも一部のシンボルに割り当てる。
【０１４５】
　また、この場合、無線リソース割り当て部１４０は、マルチキャスト以外の物理チャネ
ルに対して無線リソースを割り当てる場合に、マルチキャストチャネルを割り当てたシン
ボル以外のシンボルを割り当てる。このようにすることにより、マルチキャストチャネル
を全周波数帯域にまたがってマッピングすることができるため、周波数ダイバーシチ効果
により受信機における受信品質を改善することができる。
【０１４６】
　また、無線リソース割り当て部１４０は、構成例２に示すように、マルチキャストチャ
ネルに対して無線リソースを割り当てる場合に、パケット伝送における送信の一単位(TTI
: Transmission Time Interval)を示す送信スロットにおいて、その送信スロットを構成
する複数のシンボルのうち、少なくとも一部のシンボルに割り当て、複数の送信スロット
を用いて、複数回、例えば２回同様の送信スロットを送信するように割り当てるようにし
てもよい。
【０１４７】
　また、この場合、無線リソース割り当て部１４０は、マルチキャスト以外の物理チャネ
ルに対して無線リソースを割り当てる場合に、マルチキャストチャネルを割り当てたシン
ボル以外のシンボルを割り当てる。このようにすることにより、マルチキャストチャネル
を全周波数帯域にまたがってマッピングすることができるため、周波数ダイバーシチ効果
により受信機における受信品質を改善することができる。さらに、時間ダイバーシチの効
果も得ることができる。
【０１４８】
　また、構成例２において、２回目以降に送信されるマルチキャストチャネルは、１回目
と同様の情報が送信される。この場合、受信機側では復調処理が行われ、復調誤りがある
か否かが判断される。復調誤りが無い場合２回目以降に送信されるマルチキャストチャネ
ルを受信しないように制御される。例えば、送信機の近傍に位置しているユーザは、１回
で受信できる場合が多い。このようなユーザに対して、２回目以降に送信されるマルチキ
ャストチャネルを受信しないように制御するようにすることより、バッテリーの消費を抑
えることができる。
【０１４９】
　復調誤りがある場合に、その情報を廃棄し、２回目以降に送信されるマルチキャストチ
ャネルを再度復調する。また、復調誤りがある場合に、その情報は廃棄せず、２回目以降
に送信されるマルチキャストチャネルと前回受信したマルチキャストチャネルとをパケッ
ト合成し、再度復調するようにしてもよい。このようにすることにより、受信ＳＩＲを改
善することができる。
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【０１５０】
　また、構成例２において、２回目以降に送信されるマルチキャストチャネルを、１回目
とは異なる情報を送信するようにしてもよい。例えば、２回目以降に送信されるマルチキ
ャストチャネルを、１回目とは異なるパターンでパンクチャリングを行ったパケットを送
信するようにしてもよい。この場合、受信機側では復調処理が行われ、復調誤りがあるか
否かが判断される。復調誤りが無い場合２回目以降に送信されるマルチキャストチャネル
を受信しないように制御される。例えば、送信機の近傍に位置しているユーザは、１回で
受信できる場合が多い。このようなユーザに対して、２回目以降に送信されるマルチキャ
ストチャネルを受信しないように制御するようにすることより、バッテリーの消費を抑え
ることができる。
【０１５１】
　復調誤りがある場合に、その情報は廃棄せず、２回目以降に送信されるマルチキャスト
チャネルと前回受信したマルチキャストチャネルとをパケット合成し、再度復調するよう
にしてもよい。このようにすることにより、符号化利得を改善することができる。
【０１５２】
　また、構成例２において、２回目以降に送信されるマルチキャストチャネルを、１回目
とは異なる情報を送信するようにしてもよい。例えば、マルチキャストチャネルを示す情
報を、２以上に分割して送信する。１回目に送信されるマルチキャストチャネルに情報が
格納され、２回目以降に送信されるマルチキャストチャネルに対しては、冗長符号が格納
されている場合には、１回目に送信されるマルチキャストチャネルの受信が失敗した場合
に、２回目以降に送信されるマルチキャストチャネルは復号できない。
【０１５３】
　このような場合に、２以上にマルチキャストチャネルを示す情報を分割して送信するよ
うにすることにより、時間ダイバーシチの効果により、受信機における受信品品質を改善
することができる。この場合、マルチキャストチャネルを示す情報を分割して送信する送
信スロットと、冗長符号を格納したパケットとを送信するようにしてもよい。
【０１５４】
　この場合、マルチキャストチャネルの分割数を送信機と受信機とで予め決定する必要が
ある。予め決定する情報としては、パケット合成を行うためのパケット番号、パンクチャ
パターンおよびコンスタレーション、新規もしくは再送パケットであることを示すビット
が必要である。新規もしくは再送パケットであることを示すビットは、ＡＣＫ／ＮＡＣＫ
ビット誤りを考慮し、間違った合成を行わないために必要である。
【０１５５】
　次に、周波数ブロック内に、共有チャネルに対する無線リソースを割り当てる方法につ
いて説明する。無線リソース割り当て部１４０は、無線リソースを割り当てた周波数ブロ
ックにおいて、共有チャネルを多重する。
【０１５６】
　最初に、高速データレートのユーザに対して無線リソースを割り当てる方法について説
明する。
【０１５７】
　例えば、無線リソース割り当て部１４０は、高速データレートのユーザに対して、周波
数・時間スケジューリングの結果に基づいて、周波数ブロック内に１ユーザの信号を多重
する。例えば、無線リソース割り当て部１４０は、図１９に示すように、時間多重と周波
数多重とを組み合わせ、１ユーザの信号を多重する。
【０１５８】
　次に、低速データレートのユーザに対して無線リソースを割り当てる方法について、図
２０を参照して説明する。
【０１５９】
　例えば、無線リソース割り当て部１４０は、低速データレートのユーザに対して、周波
数・時間スケジューリングの結果に基づいて、周波数ブロック内に複数のユーザの信号を
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時間多重する。このようにすることにより、周波数ダイバーシチ効果により受信品質を向
上させることができる。
【０１６０】
　また、例えば、無線リソース割り当て部１４０は、低速データレートのユーザに対して
、周波数・時間スケジューリングの結果に基づいて、周波数ブロック内に複数のユーザの
信号を周波数多重するようにしてもよい。このようにすることにより、時間ダイバーシチ
効果により受信品質を向上させることができる。
【０１６１】
　また、例えば、無線リソース割り当て部１４０は、低速データレートのユーザに対して
、周波数・時間スケジューリングの結果に基づいて、周波数ブロック内に複数のユーザの
信号をコード多重するようにしてもよい。このようにすることにより、時間多重および周
波数多重と比較して、時間ダイバーシチ効果および周波数ダイバーシチ効果を得ることが
でき、受信機における受信品質を向上させることができる。また、低速のデータ変調方式
、例えばＱＰＳＫ、ＢＰＳＫを適用することにより、直交性の崩れに起因するコード間干
渉の影響を低減することができる。
【０１６２】
　また、例えば、無線リソース割り当て部１４０は、低速データレートのユーザに対して
、周波数・時間スケジューリングの結果に基づいて、周波数ブロック内に複数のユーザの
信号を時間多重、周波数多重およびコード多重を組み合わせて多重するようにしてもよい
。
【０１６３】
　具体的に説明する。
【０１６４】
　上述したように無線リソース割り当て部１４０は、低速データレートのユーザに対して
、図２１に示すように、周波数ブロック内に複数のユーザの信号を時間多重する。このよ
うにすることにより、特に低速モビリティのユーザが多い環境において、周波数ダイバー
シチ効果により受信品質を向上させることができる。
【０１６５】
　一方、無線リソース割り当て部１４０は、高速データレートのユーザに対して、図２２
Ａに示すように、時間多重と周波数多重とを組み合わせて、周波数ブロック内の複数のユ
ーザの信号を多重する。
【０１６６】
　また、無線リソース割り当て部１４０は、高速データレートのユーザに対して、図２２
Ｂに示すように、時間多重とコード多重とを組み合わせて周波数ブロック内の複数のユー
ザの信号を多重するようにしてもよい。
【０１６７】
　また、無線リソース割り当て部１４０は、さらに低速データレートのユーザに対して、
時間多重、周波数多重およびコード多重を組み合わせて周波数ブロック内の複数のユーザ
の信号を多重するようにしてもよい。
【０１６８】
　例えば、無線リソース割り当て部１４０は、図２３Ａおよび図２３Ｂに示すように周波
数ブロック内の複数のユーザの信号を、時間領域・周波数領域において多重する。図２３
Ａは連続した時間領域を割り当てた場合であり、図２３Ｂは飛び飛びの時間領域を割り当
てた場合である。
【０１６９】
　また、例えば、無線リソース割り当て部１４０は、図２４に示すように時間領域・周波
数領域において、ランダムにサブキャリアおよびＯＦＤＭシンボルから構成されるブロッ
クを選択し、周波数ブロック内の複数のユーザの信号を多重するようにしてもよい。
【０１７０】
　また、例えば、無線リソース割り当て部１４０は、図２５Ａおよび図２５Ｂに示すよう
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に時間領域・コード領域において、周波数ブロック内の複数のユーザの信号を多重するよ
うにしてもよい。図２５Ａは連続した周波数領域を割り当てた場合であり、図２５Ｂは飛
び飛びの周波数領域を割り当てた場合である。
【０１７１】
　また、例えば、無線リソース割り当て部１４０は、図２６Ａおよび図２６Ｂに示すよう
に周波数領域・コード領域において、周波数ブロック内の複数のユーザの信号を多重する
ようにしてもよい。図２６Ａは連続した時間領域を割り当てた場合であり、図２６Ｂは飛
び飛びの時間領域を割り当てた場合である。
【０１７２】
　また、例えば、無線リソース割り当て部１４０は、図２７Ａおよび図２７Ｂに示すよう
に時間領域・周波数領域・コード領域において、周波数ブロック内の複数のユーザの信号
を多重するようにしてもよい。図２７Ａは連続した周波数領域を割り当てた場合であり、
図２７Ｂは飛び飛びの周波数領域を割り当てた場合である。
【０１７３】
　上述したように、周波数ブロックにおける時間領域・周波数領域・コード領域を分割し
、分割された各領域にユーザの信号を割り当てることにより、周波数ブロック内の複数の
ユーザ間の多重を行うことができる。
【０１７４】
　次に、本発明にかかる送信装置１００の動作について、図２８を参照して説明する。
【０１７５】
　共通制御チャネルで送信する情報が、チャネル符号化部１０２に入力される。チャネル
符号化部１０２では、予め設定されたチャネル符号化率にしたがって、入力された情報に
チャネル符号化が行われる（ステップＳ２７０２）。
【０１７６】
　次に、データ変調部１０４では、チャネル符号化が行われた情報に対して、予め設定さ
れたデータ変調方式にしたがってデータ変調が行われる（ステップＳ２７０４）。
【０１７７】
　次に、拡散部１０６は、予め設定された拡散率にしたがって、データ変調が行われた情
報を拡散する（ステップＳ２７０６）。
【０１７８】
　一方、パケットスケジューリング部１２８では、入力された各ユーザへの送信情報およ
び各ユーザの受信品質に基づいて、ユーザの選択、および選択された各ユーザに対して使
用するデータ変調方式および符号化率の決定が行われる（ステップＳ２７０８）。
【０１７９】
　次に、チャネル符号化部１２２では、パケットスケジューリング部１２８で決定された
符号化率にしたがって、各ユーザへ送信する情報に対してチャネル符号化が行われる（ス
テップＳ２７１０）。
【０１８０】
　次に、データ変調部１０４では、パケットスケジューリング部１２８で決定されたデー
タ変調方式にしたがって、チャネル符号化が行われた各ユーザへ送信する情報に対してデ
ータ変調が行われる（ステップＳ２７１２）。
【０１８１】
　次に、拡散部１０６は、パケットスケジューリング部１２８で決定された拡散率にした
がって、データ変調が行われた各ユーザへ送信する情報を拡散する（ステップＳ２７１４
）。
【０１８２】
　また、パケットスケジューリング部１２８は、選択されたユーザの情報、選択したデー
タ変調方式および符号化率などの情報をチャネル符号化部１１２に入力する。
【０１８３】
　チャネル符号化部１１２では、予め設定されたチャネル符号化率にしたがって、入力さ
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れた情報にチャネル符号化が行われる（ステップＳ２７１６）。
【０１８４】
　次に、データ変調部１０４では、チャネル符号化が行われた情報に対して、予め設定さ
れたデータ変調方式にしたがってデータ変調が行われる（ステップＳ２７１８）。
【０１８５】
　次に、拡散部１０６は、予め設定された拡散率にしたがって、データ変調が行われた情
報を拡散する（ステップＳ２７２０）。
【０１８６】
　次に、無線リソース割り当て部１４０は、チャネル種別、データレート、モビリティな
どに基づいて、共通制御チャネルで送信する情報、選択されたユーザの情報、選択したデ
ータ変調方式および符号化率などの情報、および各ユーザへ送信する情報を無線リソース
へ割り当てる（ステップＳ２７２２）。
【０１８７】
　次に、ＯＦＤＭ信号を生成し（ステップＳ２７２４）、送信する。
【産業上の利用可能性】
【０１８８】
　本発明にかかる送信装置および無線リソース割り当て方法は、移動通信システムに適用
できる。
【図面の簡単な説明】
【０１８９】
【図１】拡散を適用したＯＦＤＭ通信方式を示す説明図である。
【図２】物理チャネルの分類を示す説明図である。
【図３】本発明の一実施例にかかる送信装置を示すブロック図である。
【図４】受信品質レベル、データ変調方式および符号化率の組合わせを示す説明図である
。
【図５】共通制御チャネル、コントロールシグナリングチャネルおよび共有チャネルへの
無線リソースの割り当てを示す説明図である。
【図６Ａ】共通制御チャネルへの無線リソースの割り当てを示す説明図である。
【図６Ｂ】共通制御チャネルへの無線リソースの割り当てを示す説明図である。
【図６Ｃ】共通制御チャネルへの無線リソースの割り当てを示す説明図である。
【図６Ｄ】共通制御チャネルへの無線リソースの割り当てを示す説明図である。
【図６Ｅ】共通制御チャネルへの無線リソースの割り当てを示す説明図である。
【図７Ａ】コントロールシグナリングチャネルへの無線リソースの割り当てを示す説明図
である。
【図７Ｂ】コントロールシグナリングチャネルへの無線リソースの割り当てを示す説明図
である。
【図７Ｃ】コントロールシグナリングチャネルへの無線リソースの割り当てを示す説明図
である。
【図７Ｄ】コントロールシグナリングチャネルへの無線リソースの割り当てを示す説明図
である。
【図７Ｅ】コントロールシグナリングチャネルへの無線リソースの割り当てを示す説明図
である。
【図８】本発明の一実施例にかかる送信装置を示すブロック図である。
【図９Ａ】時間多重の適用例を示す説明図である。
【図９Ｂ】時間多重の適用例を示す説明図である。
【図１０】本発明の一実施例にかかる送信装置を示すブロック図である。
【図１１Ａ】周波数多重の併用例を示す説明図である。
【図１１Ｂ】周波数多重の併用例を示す説明図である。
【図１２】本発明の一実施例にかかる送信装置を示すブロック図である。
【図１３】コード多重の適用例を示す説明図である。
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【図１４】共有チャネルへの無線リソースの割り当てを示す説明図である。
【図１５】共有チャネルへの無線リソースの割り当てを示す説明図である。
【図１６】共有チャネルへの無線リソースの割り当てを示す説明図である。
【図１７Ａ】共有チャネルへの無線リソースの割り当てを示す説明図である。
【図１７Ｂ】共有チャネルへの無線リソースの割り当てを示す説明図である。
【図１８】マルチキャストチャネルおよびその他の物理チャネルへの無線リソースの割り
当てを示す説明図である。
【図１９】高速データレートユーザの多重を示す説明図である。
【図２０】低速データレートユーザの多重を示す説明図である。
【図２１】低速データレートユーザの多重を示す説明図である。
【図２２Ａ】高速モビリティのユーザの多重を示す説明図である。
【図２２Ｂ】高速モビリティのユーザの多重を示す説明図である。
【図２３Ａ】低速データレートユーザの多重を示す説明図である。
【図２３Ｂ】低速データレートユーザの多重を示す説明図である。
【図２４】低速データレートユーザの多重を示す説明図である。
【図２５Ａ】低速データレートユーザの多重を示す説明図である。
【図２５Ｂ】低速データレートユーザの多重を示す説明図である。
【図２６Ａ】低速データレートユーザの多重を示す説明図である。
【図２６Ｂ】低速データレートユーザの多重を示す説明図である。
【図２７Ａ】低速データレートユーザの多重を示す説明図である。
【図２７Ｂ】共有チャネルへの無線リソースの割り当てを示す説明図である。
【図２８】本発明の一実施例にかかる送信装置の動作を示すフローチャートである。
【符号の説明】
【０１９０】
１００　送信装置
【図１】 【図２】
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【図５】 【図６Ａ】



(25) JP 4358158 B2 2009.11.4

【図６Ｂ】 【図６Ｃ】

【図６Ｄ】 【図６Ｅ】
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【図７Ａ】 【図７Ｂ】

【図７Ｃ】 【図７Ｄ】
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【図７Ｅ】 【図８】

【図９Ａ】 【図９Ｂ】
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【図１０】 【図１１Ａ】

【図１１Ｂ】 【図１２】
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【図１３】 【図１４】

【図１５】 【図１６】
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【図１７Ａ】 【図１７Ｂ】

【図１８】 【図１９】



(31) JP 4358158 B2 2009.11.4

【図２０】 【図２１】

【図２２Ａ】

【図２２Ｂ】

【図２３Ａ】

【図２３Ｂ】

【図２４】
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【図２５Ａ】

【図２５Ｂ】

【図２６Ａ】

【図２６Ｂ】

【図２７Ａ】

【図２７Ｂ】

【図２８】
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